
大学入学試験時の健康診断書についての検討

潔水清

愛知県立大学では入学試験の際に、受験生の調査書上

の健康の状況や出欠の記録を医学・体育関際の教員がチェッ

クしている。また高校卒業 2年経過後の受験生 (主 とし

て社会人)及び大学入学資格検定合格者等の場合は別紙

様式の健康診断書の提出を求めている。

この十年間すべての受験生に関して判定はA(即ち入

学を許可 しても学業に差し支えない)と いう判断をして

おり、 B、 Cの判定をした事はない。 (判定基準につい

ては表 1を参照)入学試験に合格した学生は入学後 4月 、

5月 に学校保健法で決められた健康診断を受ける事になっ

ており、かなりの労力を使って入学前の健康診断書や健

康の状況をチェックする必要があるのかどうか疑間に思っ

ていた。平成11年度の入学試験の際の調査書および健康

診断書を中心に読み直してみて入学試験の際の健康診断

書および健康の記録のチェックの必要性について考察し

た。

方法および分析の内容

平成11年度の愛知県立大学受験生数および合格者数は

(表 2)の ようである。この内一般選抜を中心に (表 3)

のような形式の調査書が提出されており、また主として

社会人を中心に (表 4)の ような本学指定の様式に従っ

た診断書が提出されている。

1)高校の調査書の場合は視力、聴力、結核の有無をみ

てその他の疾患及び異常に記載のあるものはどのよう

な異常なのかチェックした。また出欠の記録の内 3年

間で50日 以上の欠席のある例をあげた。

2)社会人の健康診断書は、年齢、身長、体重、視力、

聴力 (測定方法も)、 結核の有無、尿蛋白、尿糖、血

圧、その他の疾患についてチェックした。

3)入学試験に合格 し入学後に定期健康診断で把握 した

疾患と入学前の健康診断で把握出来た疾患の比較をし

た。

表 1 健康診断判定基準 (平成13年度)

A:健康な者

色盲者、単眼者

回復に長時間を要しない者

B:結核などで伝染の可能性が大きく、かつ治療に長時間を要する者

精神障害で集団生活に適さない者

重症の慢性循環器、泌尿器症患者及び難病等に該当する者で病床生活を必要とする者

C:視覚障害、聴覚障害、その他心身に障害のある者

慢性の循環器、泌尿器症患者及び難病等に該当する者

D:書類不備

A:入学適当  B:入 学不適当  C、 D:判定保留
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表 2 平成 11年度 愛知県立大学入学試験結果

学  部 学  科 昼・夜 募集人員 志願者 入学者 倍 率

文 学  部 国 文 昼間 主

夜間 主

英 文 昼間 主

夜間 主

日 本 文 化 昼間 主

夜間 主

児 童 教 育 昼間 主

夜間 主

社 会 福 祉 昼間 主

夜間 主

外 国語学 部 英 米 昼間 主

夜間 主

フ ラ ン ス 昼間 主

夜間 主
ス ペ イ ン 昼間 主

夜間 主

ド  イ  ッ 昼間 主 208

夜間 主

中 国 昼間 主

夜間 主

情報 科 学部 情報システム 昼間 主

地 域 情 報 昼間 主
ハ

計 3,241

大学院国際文 ヒ研究科
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結核 直接・間接 月 日撮影 結果

検 尿 蛋白 糖 血 圧 ,/ mmHg

その他の疾病

及 び 異 常

診断の結果、上記のとおり相違ないことを証明する。

平成  年  月  日

住所 (所在地)

医療機関名

医師の氏名

表 4 結果

1)健康診断書の様式について

高校の調査書の健康状況によるものが検討し

た受験生数2431名中2178名で本学指定様式の診

断書提出は251名である。(図 1)本学指定形式

の診断書提出は社会人であるがその中には本学

指定形式の診断書と同時に高校の調査表を添付

してある例が43例あった。 2名が本学指定様式

以外の外国での健康診断書があった。

2)高校の調査書の健康状況について

視力に関して :視力による記載はA,B,C,
Dで裸眼と矯正視力である。視力のA,B,C,
Dは視力表として日本眼科医会編学校用並列視

力表を用いて表現すると (表 5)のようである。

視力に関してはほとんど記載されていて視力の

記載のない例は2例のみである。その内矯正視

力が記載された例は1313例 (61%)である。矯

正しても視力がDである例が 3例 あった。

図 1 健康診断書の様式

入学志願者健康診断書

表 5 視力判定表

その他 2名

視

力

の

判

定

用
標

使

視
判定 結 果 評  価 次 の 手 順 備 考 (事後措置等)

正 し く判 別 A 処置の必要なし

判別できない 07で検査 視力Bの場合、再検査を実施し、

再度B以下の場合は眼科専門医

の受診を勧める正 し く判 別 B 終  了

判別できなし 0.3で 検査

視力C、 Dの児童生徒の場合、

眼科専門医の受診を勧め、その

指示に従うように指導する

正 し く判 別 C 終  了

判別できない D 終  了
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聴力に関して :視力に比較 し聴力に関しては記載され

ていない例が522例 (24%)あ った。聴力を1000Hzと

4000Hzで オジオメーターで測定 しているのが一般的だ

が1000Hzと 4000Hzを 別々に記載 している例は一般選抜

の場合は2例 しかない。聴力障害のある場合は聴力に異

常ありただし日常生活に支障なしと記載されている。例

えば脳腫瘍により聴力障害があるが日常生活に差 し支え

なしとの記載がある。あるいは左感応性難聴あるが日常

生活に必要なしなどである。

結核に関して :陳旧性の結核性病変や活動性の肺結核

の記載は皆無であった。ただ結核のところに斜線のみで

記載がない例が529例 (25%)あ った。 また 2年以上前

の実施日で結核なしとされた例が27例 (1.2%)あ った。

循環器系について :循環器系の疾患で心室性期外収縮、

不完全右脚プロックで要経過観察、心房中隔欠損 (術後)

などの記載が備考にあった。

それ以外の疾患 :自 然気胸、若年性糖尿病、脳腫瘍

(術後)で 日常生活支障なしとなっている。また鼻炎、

アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎の記載がある例が

7例あった。一例体幹機能障害で両下肢性麻痺で歩行起

立不能で車椅子を使用 している例があった。

欠席に関しては50日以上の欠席例は33例あった。最高

は131日 の欠席である。この内留学、病気による長期欠

席など理由がハッキリしている例は7例で、26例の欠席

理由は体調不良などの記載があるが、本当の原因は調査

書の短い記載からは不明である。

2)社会人について

表 4の診断書を添付 してある社会人は一般選抜に比較

し情報量が多い。社会人の受験生の内で最高年齢者は69

歳であった。身長と体重は全例記載されており体重は最

高93.5kgか ら最低36 4kgま で変動がある。視力、聴力、

結核所見について例外なく記載されている。聴力に関し

てはオージオメーターが251名中153名 (61%)で じ語法

は77名 (30%)聴力測定法不明18名 (9%)で ある。視

力は調整視力の記載があるのが167名 (67%)である。

尿について尿蛋白陽性が 8例があり、なかには (2+)
が一例あった。尿糖陽性は一例であった。それ以外の既

往歴としては4例の高血圧があり経過観察中、治療中と

なっている。小児喘息、急性腎炎、肺浸潤、肋膜炎、神

経症で治療中、心室性期外収縮、緑内障が1例づつある。

手術後としては虫垂炎が 2例、自然気胸、バセドー病、

胃潰瘍、心房中隔欠損、扁桃腺、子宮筋腫で全摘などの

記載がある。左前腕骨折、小児喘息、交通事故脳挫傷、

右変形性膝関節症加療中、痔などの記載もある。
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結核についても記載がないのは一例だけである。結核

に関しては石灰化像が胸部にあるが30年前より見られる

陰影で陳旧性肺結核の疑いで再発の心配なしとの記載が

ある。

3)平成11年度定期健康診断実施結果と入学前の健康

診断との関係

平成11年度の学生の定期健康診断の受診率は新入生の

場合は95%で ある。そのうち身体的面の要観察者は20例

(表 6)あ るが、その内入学前の健康診断で把握出来た

例は3例のみである。その内訳は高血圧 2例、緑内障 1

例である。本来入学前に把握 しておいていいと思われる

疾患として潰瘍性大腸炎、椎間板ヘルニア、総胆管拡張

症、先天性心室中隔欠損症、慢性膵炎、貧血治療中など

がある。精神保健上の要観察例14例 (表 7)はすべて把

握出来ていない。精神保健上の要観察例の内容は対人緊

張 2例、入眠障害 2例、てんかん 1例、精神分裂病 1例、

表 6 平成11年定期健康診断で身体面の要観察者

内 容
入学前に把握

出来た例 (◎ )

l 左手ガングリオン

中耳炎 耳漏有り

椎間板ヘルニア

4 緑内障

5 心室性期外収縮

6 心疾患

7 重症便秘

心室性期外収縮

肺結核既往あり

総胆管拡張症 大学病院で管理中

11 潰瘍性大腸炎 高血圧 高血圧に関しては◎

先天性心室中隔欠損症

脳波異常 管理中

子宮全摘術後

真珠性中耳炎 C市民病院管理中

貧血治療中

17 慢性膵炎

アトピー性皮膚炎治療中

緑内障 A病院治療中 ◎

高血圧 B病院治療中 ◎



内 容

1 精神分裂病 大学病院通院中

2 対人緊張 学生相談中

3 神経症 Aク リニック通院中

4 対人緊張

5 入眠障害

神経性頻尿

7 大学生活不適応

てんかん A病院受診中

神経性頻尿

大学生活不適応

自律神経失調症 B病院通院中

入眠障害

不安障害 メニエール症候群

不安神経障害 C病院通院中

表 7 平成 11年度入学者 (精神保健上の要観察者)

神経性頻尿 2例、神経症 1例、自律神経失調症 1例、不

安神経障害 2例、その他 2例などである。

考案

入学試験の際の健康の状況に関しては平成12年 5月 23

日の文部省高等教育局長からの通知によると、
1)「
「健康

の状況」の欄は、高等学校生徒健康診断票に基づき記載

されるものであり、入学後の保健指導等の参考資料と併

せて活用することが望ましい」。また入学志願者の健康

状況の把握は次により行うものとする。

(1)入学する年度の前々年度の高等学校卒業者及び前

年度の 3月 卒業見込みのものについては、調査書の「健

康の状況」欄の記載によるものとし、これ以外の年度の

高等学校卒業者及び大学入学資格検定合格者等、調査書

を提出することができない者については、調査書の「健

康の状況」欄の記載事項とされている視力、聴力、結核

及びその他の疾病、異常等について医師の作成 した健康

診断書 (様式は特に定めない)を提出させ、その記載に

よる。

け)特定の学部・学科等が必要とする特別の事項に関

する検査、異常所見者に対する精密検査等については必

要に応じて大学が実施するものとする。以上のような通

知がなされている。当大学でも入学者選抜に際して健康

状況の把握に関しては、疾病など心身の異常のため志望

学部・学科等の教育の目的に即した履修に耐えないこと、

又は伝染性疾患などにより集団生活に適さないこと等に

配慮し調査書及び健康診断書に目を通してきた。 しかし

ながらこの十年間健康診断の結果をもとに不合格にした

例は皆無であった。

伝染性疾患について考察すると入学後の定期健康診断

で肺結核が発見され治療を開始する学生が平成12年度、

平成13年度とも一例づつある。入学前に結核性の病変の

有無をチェックすることは集団感染の予防という点から

も大事で、社会人で職場の定期健康診断を定期的に受け

ていない場合、無職でなおかつ地域での保健所などの定

期健康診断を受けていないケースなど合格・不合格と無

関係に受診の回数が増えるのは現在の結核をめぐる日本

の状況からみて大事な事と思う。
2)し か し仮に開放性の

結核であっても数ケ月の治療で治癒するケースが多く、

学力があれば入学を拒否する理由にはならない。ただ入

学試験の時に他の受験生といっしょにせずに病院の隔離

病棟などでの受験は実施が難しい。また一般選抜の場合

高校一年生の健康診断の結果で結核の異常なしとなって

いて、合格 して定期健康診断で開放性結核が発見された

ケースもあり、調査書の「健康の状況」欄の結核に関し

ては高校一年生の時でなく高校三年生に検診を受けてい

てその結果をもとに記載が欲しい。その点社会人の健康

診断書は日にちから見て胸部レントゲンは3ケ 月以内に

実施されており参考になる。

高校生中心の調査書 (表 3)と 社会人中心の健康診断

書 (表 4)を比較すると大学指定の診断書は情報が多い。

とりわけ身長、体重の記載があり、今の大学生に症例の

多い拒食症を予想する事が可能である。また検尿、血圧

測定もあり、大きな疾患のスクリーニングには役立つ。

高校生の調査書で役に立つのは高校の出席が把握出来る

点である。50日 以上原因不明で欠席する学生は合格入学

後も経過観察 し学業が継続出来るよう援助活動が必要と

思っている。

大学入学選抜実施要項は「疾病など心身の異常のため

志望学部・学科等の教育の目的に即 した履修に耐えない

こと」という指摘をしているが、これは大学側の受け入

れ体制にも問題があり、障害者の受け入れ体制が当大学

で十分そなえているとは言えない。例えば大学入学者選

抜実施要項によれば視聴覚障害者に関しては試験時間の

延長、点字・拡大文字による出題、拡大解答用紙、特定

試験場の設定などの配慮を求められているが当大学での

受け入れは困難である。過去にも障害者の場合は本人、

保護者、高校などから連絡があり、車椅子の場合は実際

に大学に来てもらって通学も含めて学業に耐えうるかど



うかあらかじめ学生部職員と相談をしているが、聾唖の

場合など学力があり、入学が可能であっても学業を続け

るサポート体制を作る事が難しい。障害者の受け入れに

関してはともすると車イス対応だけが重視されるが障害

の内容は様々で積極的に障害者を受け入れる方向で施設

や援助方法の改善など課題が多い。

入学後の定期健康診断の結果と入試時の調査書、健康

診断書の記載を比較してみると入試時の健康診断が入学

後の保健指導等の参考資料として不十分である。とりわ

け精神面の疾患の把握はほとんど出来ていない。これは

入学前の健康診断の検査項目や精度の問題もあると思う

が診断書を書く医療側に受験生の不利になってはいけな

いという医療側の配慮があると思われる。既往歴に急性

腎炎とあっても (現在は治癒)と いう記載がなされてい

る。平成 9年にあった例は肺腫瘍のある社会人であった

が、胸部レントゲンでも腫瘍の記載はなく、「肺結核の

病変なし」の記載になっていた。判定する側にとって肺

腫瘍と書いてあってもそれによって判定Bをつける事は

ない。たしかに表 1の健康診断判定基準では重症の慢性

循環器、泌尿症患者及び難病等に該当する者で病床生活

を必要とする者を入学不適当とするという基準を持って

いる。こうした判定基準が医療側に警戒心を持たせるこ

とになり、入学前の正確な受験生の健康状態の把握をし

にくくしていると思われる。入学不適当のBの内容に関

してはとりわけ結核など伝染の可能性が大きく、かつ治

療に長時間を要する者という表現はあいまいであり、精

神障害で集団生活に適さない者の表現も問題が多い。ま

た病床生活を必要とする者という表現も難病であっても

在宅医療を求める方向の現状からみれば問題が多い。著

者は健康判定基準をA:入学適当 B:判定保留 C:
書類不備にして健康診断書による合格・不合格の判断は

やめるべきでむしろ学生募集要領にある事前協議制度を

活用すべきと思う。

愛知県立大学の場合、学部は文学部、外国語学部、情

報科学部で文部省高等教育局長通知の「特定の学部・ 学

科等」に相当しない。過去10年間以上入学試験を健康状

態でBをつけた例がないなど考えれば、入学前に健康診

断書の添付を受験生に義務づける理由は乏 しいとも考え

られる。とりわけ合格者に関しては4-5月 に健康診断

を行っており (平成H年度の新入生受診率95%)その間

診で次々に合格後だから気楽に正確に既往歴を述べる現

状からみればより必要性は疑間である。

しかし合格者をはるかに上回る不合格者がいる入学試

験では受験を契機に医療機関を利用し、健康状態のチェッ

クを行う事により自分を健康と考えている社会人など疾
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患の早期発見のいい機会になっている事実がある。また

入学後の健康診断の受診率は95%で 100%で はない。

また視力、聴力のチェックを始め基礎疾患の有無の受

験前の把握は入学試験を公平に行う点からも大事である。

矯正視力がDの人は教室の一番後では黒板の字は読みに

くく、低音部の聴力障害のある受験生は外国語のヒアリ

ングや面接でも不利になる場合があり、受験前の把握が

必要である。聴力に関 しては調査書の聴力が記載されて

いない例が24%も あったが高校での健康診断での聴力に

関 しては 1年生と3年生には全員に実施されるのものと

されており入試を公平に行 うためにも高校側の協力が欲

しぃ。
3)

入学後の健康診断についてはいろいろ文献があるが、

入学前の健康診断の有効性を検討 した文献は見つからな

かった。出口ら4)は
留学生が増える現状から入試時の健

康診断書について留学生に求める健康診断書の内容につ

いて触れている。県立大学の場合留学生は平成13年度17

名であり、年々増加の傾向にはあるがむしろ留学生の数

が少ない事に公立大学の任務からみて問題があると言え

る。

まとめ

入学前の調査書、健康診断書から受験生の健康状態は

十分に正確に把握出来ていない。 しかしとりわけ社会人

の場合は健康診断書の提出を求めるのは健康診断の機会

を増やすことになる。また視力・聴力を知ることで入学

試験の公平性を図る点からも入学試験前の調査書・健康

診断書による健康状態の把握は継続すべきである。また

健康診断に関する当大学の入学判定基準はあいまいで改

善すべきと考える。
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The analysis of a medical book that was presented before

the admission test at the Aichi Prefectural University

SHIMIZU Kiyoshi

We have examined the health condition of students preparing for taking an exami-
nation using an investigation book from the high school or another medical book be-

fore the admission test. However, for the interval of the past decades, there were no

students who could not pass because their health condition was bad. I wonder if it is
necessary to check the health condition from students before the admission test. So, I
checked the investigation book in the high school and medical books once again in
1999. As a result, I thought that it is necessary to examine the health condition of the

students preparing for taking an examination before an admission test to fairly imple-
ment at admission test.
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